
長崎県交通局経営計画
（平成３０年度～令和９年度）

≪前期５カ年行動計画≫

平成３０年３月

長 崎 県 交 通 局



県営バスマスコット「ポポル」

親しみのある、幸せを運ぶ人という意味を込めて

「ポポル」（POP PORTER LUCKY）と名付けました。



Ⅰ 県営バス事業の現状と今後の経営の課題

１ 県営バスの使命と役割 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

２ 県営バスの経営改善に向けた取組 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

３ 今後の経営の課題 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

Ⅱ 経営計画の策定について

１ 本計画の位置づけ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

２ 経営のモットーと経営方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

３ 計画期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

４ 計画の着実な推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

Ⅲ 具体的な取組施策

１ 輸送の安全性の確保 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

２ 誰もが利用しやすく質の高い輸送サービスの提供  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  14

・新幹線建設や都市機能の再配置を見据えた対応  ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14

・高齢者や障がい者のお客様の利便性向上に向けた取組 ・・・・・・・・・・・・・・ 15

・快適な輸送サービスの提供  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18

３ 観光振興への貢献及び地域のまちづくりと連携した事業推進  ・・・・・・・・・・・・・ 21

・交流人口の拡大を通じた観光振興への貢献  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

・地域のまちづくりと連携した情報発信と地域貢献  ・・・・・・・・・・・・・・・・ 22

４ 経営基盤の確保・強化  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24

・事業基盤の充実・強化  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24

・増収・増客による収入の確保 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25

・資産活用による収入の確保 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27

・行政との適切な役割分担を通じた公的支援の確保  ・・・・・・・・・・・・・・・・ 28

・さらなるコスト縮減への取組  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29

・新型コロナウイルス感染症による経営の影響と対策・・・・・・・・・・・・・・・・ 30

Ⅳ 計画期間中の収支見通し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33

目 次





- 1 -

１．県営バスの使命と役割

（１）総合的なバス事業の展開

県営バスは、昭和９年にわが国最初の国立公園である雲仙国立公園に係る旅客輸送手

段として設立されて以来83年を経過した公営企業であり、長崎市、諫早市、大村市を中

心とする路線バス並びに各都市や長崎空港と長崎市を結ぶ都市間輸送などの「乗合事業」

のほか、本県と九州５県を結ぶ「県外高速事業」、県内最大規模の車両数とガイドを有す

る「貸切事業」を中心に総合的なバス事業を展開しています。

  乗合事業では、長崎・諫早・大村の３市を中心に、通勤や通学、通院や買い物などの

日常生活を支える路線バスで年間約 1,444 万人、ビジネスや観光客等の利便性向上を図

る都市間輸送で約140万人の合計で約1,584万人のお客様の輸送を行っております。

  また、県外高速事業では、年間約13万人のお客様がビジネスや観光、学生の帰省等に

ご利用いただいており、貸切事業では、九州の玄関口である福岡の営業拠点を活かした

関東・関西方面からの修学旅行等の本県への誘客や、増加する国外からのクルーズ船へ

の対応等に取り組んでいます。

（２）県営バスの使命と役割

  県営バスの使命は、「日常生活を支える交通基盤として、地元行政と連携しながら、現

在運行している地域のお客様の生活路線を将来にわたりしっかりと守っていくこと」で

あり、また、「県外や国外から本県を訪れるお客様の移動手段として交流人口拡大に向け

た役割を果たしていくこと」であると考えています。

また、公営企業として、観光や高齢者施策などの分野において、行政部門と連携しなが

ら率先して貢献していくことが求められています。

そのためには、将来に向けて経営の健全性を維持しながら、安全性の一層の確保と輸

送品質のさらなる向上に努め、県民の皆様にさらに必要とされる県営交通を目指してい

く必要があります。

Ⅰ 県営バス事業の現状と今後の経営の課題

〇 日常生活を支える交通基盤として、地元行政と連携しながら地域生活路線を
将来にわたりしっかりと守っていくこと

〇 県外や国外からのお客様の移動手段として交流人口拡大に向けた役割を果たし
ていくこと

〇 公営企業として、観光や高齢者の移動手段の確保などの分野において、行政部
門と連携しながら率先して貢献していくこと

県営バスの使命
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２．県営バスの経営改善に向けた取組

  県営バスでは、経営の健全性を維持しながら地域の生活交通を維持・確保していくた

め、これまで数次にわたる経営計画を策定し、経営環境の変化に対応しながら経営の健

全化に取り組んできました。

  特に、平成16年2月に県議会や県民の皆様からの幅広いご意見等をふまえて県が示し

た「県営交通事業のあり方に関する方針」に基づき、一層のコスト削減の推進や県繰入

金の縮減、経営の外部評価などの具体的な取組を進めています。

交通局の決算の推移をみると、附帯事業として実施していた駐車場収入が平成18年度

以降大きく減少する中、県央地区における子会社（長崎県央バス㈱）への運行委託（H21

年4月）や貸切部門における福岡営業所の設置（H20年12月）などの経営健全化策の実

施により、可能な限り収入の確保やコスト削減を図ることで、平成17年度には約３億５

千万円あった県が独自に措置していた繰出金は、平成 27 年度に昭和 57 年度以降初めて

ゼロとなるなど、着実な経営の健全化に取り組んでいます。

【図1：交通局の決算の推移】                         （単位：百万円）

前計画の「長崎県交通局中期経営計画（平成25年度～29年度）」では、少子化等に伴

う輸送人員の減少や軽油価格の変動など厳しい経営環境の中、地域に必要な生活交通の

確保及び本県観光振興への貢献を図るため、「都市間輸送の強化」や「貸切事業の強化」

などの経営健全化策に取り組みました。

  その結果、当初の計画よりも１年前倒しで平成27年度に黒字化を達成し、一般会計か

らの独自補助金についても、準用財政再建期間中であった昭和57年度以降初めてゼロと

なるなど、経営の健全化に一定の成果が生じており、計画期間において約 2.6 億円の計

画を上回る収支改善を達成する見込みです。

Ⅰ 県営バス事業の現状と今後の経営の課題

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

6,110 6,005 5,500 5,402 5,123 5,226 5,264 5,195 5,291 5,282 5,552 5,553

運輸収入 4,666 4,619 4,339 4,338 4,123 4,207 4,195 4,228 4,275 4,073 4,441 4,391

定期・高速 3,680 3,615 3,356 3,368 3,197 3,303 3,311 3,331 3,321 3,094 3,296 3,333

貸切 986 1,004 983 970 926 904 884 897 954 979 1,145 1,058

141 137 43 41 7 12 13 13 14 14 14 14

350 294 166 102 133 75 60 57 49 63 - -

6,149 5,943 5,495 5,455 5,076 5,141 5,237 5,297 5,456 5,810 5,482 5,577

3,393 3,233 3,111 3,147 3,028 3,073 3,113 3,103 3,143 3,182 3,204 3,256

570 616 580 657 458 535 607 621 679 670 511 468

109 25 △ 13 △ 49 64 80 37 △ 85 △ 169 △ 164 68 △ 25純損益

経常収益

駐車場収入

県独自繰出金

経常費用

人件費

軽油費
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【図2：長崎県交通局中期経営計画（平成25年度～29年度）の取組状況】

増収・増客対策

① 都市間輸送の強化
      ・県営バスの路線特性を活かした諫早市・大村市と長崎市を結ぶ高速シャトルバスの増便

【図3：高速シャトルバスの増便】

② 貸切事業の強化
    ・貸切市場の動向等をふまえた貸切車両の増車による受注機会の拡大や、貸切事業におけ

る運賃制度改正等による貸切収入の増加

③ 事業構造の転換と効率的なダイヤ見直し
    ・乗務員の勤務形態を見直し、「土日祝日」から「平日」へ運行を重点化

  安全対策への取組
   ① ドライブレコーダーの全車導入（平成 27～28 年度）

  ・全車両にドライブレコーダーを導入し、事故防止対策及び接客接遇の向上を図るとと

もに、高速バス車両については営業所でリアルタイムに位置情報等が確認できるシス

テムを導入し、バスジャック対策等の安全面を強化

   ② 運輸安全マネジメント及び乗務員の「現場力」を活かした小集団活動の実施
    ③ 大型二種免許未取得者採用制度の実施をふまえた研修の強化（ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修など）

Ⅰ 県営バス事業の現状と今後の経営の課題

（単位：億円）

計画 決算 計画 決算 計画 決算 計画 決算 計画 予算

事業収益 55.7 56.1 56.8 57.1 58.6 60.1 59.4 60.1 59.6 69.1

営業収益 48.2 48.5 48.4 48.3 50.4 52.3 51.5 51.5 51.7 52.1

うち運輸収入 45.8 46.0 45.7 44.9 47.7 48.9 48.9 48.4 49.0 48.9

その他 7.5 7.6 8.4 8.8 8.2 7.8 7.8 8.6 7.9 17.0

事業費用 57.8 57.5 58.8 58.2 58.4 58.9 59.0 60.0 59.0 60.6

営業費用 55.0 54.7 56.5 56.1 56.0 56.3 56.6 57.3 56.8 58.0

うち給与費 33.1 32.9 34.8 34.4 33.7 35.6 34.2 35.6 34.2 36.6

その他 2.8 2.8 2.2 2.1 2.4 2.3 2.3 2.7 2.2 2.6

税込収支 △ 2.2 △ 1.3 △ 2.0 △ 1.1 0.0 1.2 0.5 0.0 0.5 8.5

純損益 △ 2.4 △ 1.6 △ 2.4 △ 1.5 △ 0.2 0.8 0.0 △ 0.2 0.0 8.1

2.6

※H29の収支改善額は特別利益を除いた額

0.1

収支改善
計

収支改善額 0.8 0.9 1.0 △ 0.2

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度H25年度

前中期経営計画期間における主な取組

H24年4月
（計画期間前）

H30年1月
（計画後）

差引

諫早～長崎 34便 67便 +33便
大村～長崎 19便 42便 +23便

計 53便 109便 +56便
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  高齢者及び子どものバス利用促進に向けた取組
   ① 「免許返納者パス」の導入及び「高齢者パス（プラチナパス 65）」の試行運用
      ・高齢者の交通事故防止に対する交通事業者としての社会的使命への対応として、「免許返

納者パス」を導入するとともに、本格的な高齢社会の進展を見据えた高齢者のバス利用

促進策として、高齢者向けフリーパス制度（プラチナパス 65）の試行運用を実施

   ② 「夏休みこども定期券」の実施
      ・子どもを対象としたバス利用促進及び公共交通機関利用マナー習得を目的として、

夏休み限定で小学生が市域限定で乗り放題となる「夏休みこども定期券」を実施

増加する海外や県外からの観光客への受入体制強化の取組

① 空港リムジン車内への Wi‒Fi 環境の整備
  ・各種情報をインターネットにより取得する外国人や観光客の利便性向上の取組を実施

   ② 長崎空港における券売機の多言語化対応及び増設
  ・長崎空港バス乗り場に隣接する自動券売機を、日本語と英語のみの表記に中国語と韓国

語を追加した 4 か国語表示を行うとともに、券売機の増設により混雑を解消

   ③ 市内線バス停や行先案内等に係る 4 か国語表記のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを作成・配布

地域と連携した営業・広報活動

   ① 地域イベントに対応した PR 活動や地元のまつり等への参加
  ② 地域の魅力の PR とバス利用促進の取組「県営バス de おでかけ MAP」の作成
   ③ 小学生に対するバスマナー教室の開催や交通安全教室の実施

  また、公営企業の経営状況を「見える化」し、経営の現状や課題を的確に把握するこ

となどを目的として総務省が作成を求めている「経営比較分析表」を平成27年度決算か

ら作成を行っています。

県営バスにおける「経営比較分析表」の主な指標をみると、「経常収支比率」は概ね100％

に近い水準を確保するなど経営の健全性を維持しており、「他会計負担比率」は他の公営

企業平均を下回り、平成27年度には県独自の繰入金がゼロとなるなど、一般会計の負担

を可能な限り縮減しながら事業運営に努めています。また、「走行キロ当たりの運送原価」

では民間事業者平均を下回っており、民間事業者と比較しても低いコストでの効率的・

効果的な運行を実施しています。

県営バスが運行する路線の約７割は採算が取れない赤字路線ですが、経営の健全性を

維持しながら、可能な限り一般会計の負担を縮減しつつ、効率的な運行を行っていくこ

とで、不採算の路線を含めた地域生活交通の確保に努めています。

Ⅰ 県営バス事業の現状と今後の経営の課題
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【図4：経営比較分析表（平成28年度決算）における主な指標の状況】

① 経常収支比率（％）

② 他会計負担比率（％）

③ 走行キロ当たりの運送原価（円）

【図5：定期路線の状況】

経常収支比率は、経常費用に占める

経常収益の割合を示すものであり、

100％を超えることが望ましいとされ

ています。

交通局における数値は概ね 100%に近

い水準を確保しており、経営の健全性

を維持しながら、地域生活交通の確保

を図っています。

他会計負担比率は、経常費用に占め

る一般会計からの補助金等の割合を示

すものであり、低い数値の方が一般会

計に依存しない経営状況にあるとされ

ています。

交通局における数値は 4.0％と公営企

業平均値の半分以下の数値であり、一

般会計の負担を可能な限り縮減しなが

ら事業運営に努めています。

走行キロ当たりの運送原価は、実車

走行１キロ当たりの費用を示すもので

あり、低い数値の方が低いコストで運

行しているとされています。

交通局における数値は 361.25 円と民

間事業者平均と比較しても低いコスト

での効率的・効果的な運行を実施して

います。

Ⅰ 県営バス事業の現状と今後の経営の課題
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３．今後の経営の課題

  これまで様々な取組によって、経営の安定化や利用者サービスの向上を図ってきまし

たが、交通事業を取り巻く環境は依然として厳しい状況にあります。

（１）少子高齢化の進行と人口減少への対応

  全国的に少子高齢化が進行する中、県営バス路線沿線自治体においても、15歳未満の

年少人口は減少を続ける一方、65歳以上の老年人口の増加が続き、その傾向は今後さら

に顕著になると考えられます。

  県営バスの乗車人員は、これまで長期的に減少傾向にありましたが、近年は下げ止ま

り直近では増加に転じています。しかしながら、今後、人口減少やさらなる少子高齢化

の進展により、通勤や通学などの乗車人員の減少が想定されます。一方、高齢者が増加

することで、公共交通機関の重要性はこれまで以上に高まっていくと考えられることか

ら、通勤・通学での利用を確保しながら、高齢者のお客様の利便性向上や、増加が見込

まれる国内外からの観光客など利用者特性に応じた環境づくりを進め、新たな利用者の

確保を図っていくとともに、県営バスの路線特性を活かした都市間輸送など市町村の域

内を超えた広域移動に係る需要を積極的に取り込んでいく必要があります。

【図6：県営バスの乗車人員の推移】               【図8：外国人観光客（宿泊客滞在数）】

【図7：沿線3市（長崎市・諫早市・大村市）の人口推計】    【図9：クルーズ客船入港数】
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Ⅰ 県営バス事業の現状と今後の経営の課題
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（２）新幹線建設や都市機能の再配置を見据えた対応

  平成 34 年度に予定されている九州新幹線西九州ルートの開業や新幹線を契機とした

まちづくりの進展など主要な都市基盤の整備や再配置が見込まれており、流動性の変化

等の影響を適切に見極め対応していく必要があります。

（３）施設・設備の老朽化対策

  全国的に、各地方公共団体が過去に建設した公共施設が大量に更新時期を迎えること

への対応が課題となっており、県営バスにおいても、ターミナルや営業所などバスの運

行に必要不可欠な施設の老朽化に対応するため、平成28年7月に策定した「交通局施設

等の維持管理・更新計画」に基づき適切に取り組んでいく必要があります。

（４）経営基盤の強化

  地域の生活路線を将来にわたり維持・確保していくため、人材の確保や収益性の向上

など経営基盤を強化し、経営の健全性を維持しながら、安全性の一層の確保と輸送品質

のさらなる向上に努めていく必要があります。

（５）公営企業としての責務への対応

  公営企業として、行政施策との連携や、高齢者の事故防止対策などの社会的要請に率

先して対応していくとともに、不断の経営努力を通じ、不採算路線を含めた地域生活路

線を確保していくことが求められています。

（６）新型コロナウイルス感染症対策と減収への対応

  新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、県営バスにおいて、お客様への安全の

提供等のため、感染防止対策が求められており、また、バス利用者の減少などで大幅な

減収となり、これまでの経営計画を抜本的に見直すことが必要となっています。

Ⅰ 県営バス事業の現状と今後の経営の課題
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１ 本計画の位置づけ

  本計画は、県営バスが将来に向けて公営バスとしての役割を果たし、県民のみなさま

をはじめお客様の大切な交通手段を確保していくため、長期的な視点に立った経営方針

及びその具体的な戦略を定めるものです。

２ 経営のモットーと経営方針

  事業運営にあたっては、県営バスの４つのモットーである「安全」「確実」「快適」「親

切」な質の高い交通サービスを提供することにより、県民のみなさまの大切な生活の足

として、信頼に応える公共交通機関を目指した取組を進めます。

県営バス４つのモットー

安全 バス事業の根幹である輸送の安全性の確保を最優先に取り組みます。

確実 法令や交通規範を遵守し、確実な運行を行います。

お客様の目線に立って、快適なサービスを提供します。

おもてなしの心を持って親切な接客・接遇を行います。

快適

親切

経営方針

１ 輸送の安全性を確保し、今まで以上に安心してご利用いただける公共交通

を目指します。

２ 高齢者や障がい者、国内外からの観光客など、全てのお客様が利用しやす

く質の高い輸送サービスを提供します。

３ 公営交通として、地域のまちづくりや交流人口の拡大への貢献に率先して

取り組みます。

Ⅱ 経営計画の策定について

４ 地域の生活交通を将来にわたり守っていくため、経営基盤の強化に取り組

みます。
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３ 計画期間

  計画期間は、平成30年度から平成39年度の10年間とします。

  なお、平成30年度から平成34年度までの５年間を前期、平成35年度から平成39年

度までを後期と位置づけ、今回、前期５カ年分の行動計画を策定し、後期計画について

は、前期計画の検証を行いながら、改めて策定します。

４ 計画の着実な推進

  計画を着実に実施していくため、全職員が本計画の実現に向けて一丸となって取り組

むとともに、計画の進捗状況等について、外部有識者で構成する「長崎県交通事業経営

評価委員会」等によるＰＤＣＡサイクルを通じた適切な管理を行います。また、技術革

新など社会・経済環境や経営状況の変化に適切に対応し、事業計画の見直しを行います。

Ⅱ 経営計画の策定について
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１ 輸送の安全性の確保

１ 輸送の安全性の確保

重点施策１ 運輸安全マネジメントの徹底

重点施策２ 効果的な事故防止対策の実施

重点施策３ 安全教育など乗務員の人材育成及び健康管理

重点施策４ 計画的な車両更新及び車両整備の実施

２ 誰もが利用しやすく質の高い輸送サービスの提供

１ 新幹線建設や都市機能の再配置を見据えた対応

重点施策１ 新ターミナル設置による他の交通モードとの結節機能の強化

重点施策２ 都市機能の整備状況に応じた路線の見直し

２ 高齢者や障がい者のお客様の利便性向上に向けた取組

重点施策１ 免許返納者パスの実施・高齢者パスの実施

重点施策２ バリアフリー車両の導入促進

重点施策３ 買い物や通院などにあわせた昼間の時間帯の効率的な運行の実施

重点施策４ 高齢者や障がい者のお客様が利用しやすい環境づくり

３ 快適な輸送サービスの提供

重点施策１ 新たなＩＣカードの導入による利便性の向上

重点施策２ 誰もがわかりやすい行先表示・案内サービスの充実

重点施策３ 快適な利用環境の提供

３ 観光振興への貢献及び地域のまちづくりと連携した事業推進

１ 交流人口の拡大を通じた観光振興への貢献

重点施策４ 接客・接遇サービス向上に向けた取組

重点施策２ 観光地を周遊する観光バスの運行

重点施策１ 県外高速や貸切事業等を通じた交流人口の拡大

重点施策３ 誰もがわかりやすい行先表示・案内サービスの充実（再掲）

施策体系
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１ 事業基盤の充実・強化

４ 経営基盤の確保・強化

重点施策２ 車両及び営業所の計画的な更新・整備

重点施策１ 安定的な人材の確保・育成

重点施策３ コンプライアンスのさらなる徹底

２ 増収・増客による収入の確保

重点施策２ 需要動向等をふまえた効率的・効果的なダイヤ編成

重点施策１ 都市間輸送のさらなる強化

重点施策３ 戦略的な営業・広報活動の推進

重点施策５ 高速路線の利用者拡大

重点施策４ 需要動向やお客様ニーズをふまえた貸切事業の強化

重点施策６ 広告事業の積極的な展開

３ 資産活用による収入の確保

重点施策１ ターミナル跡地等の県営バス資産の有効活用

４ 行政との適切な役割分担を通じた公的支援の確保

重点施策１ 行政との適切な役割分担を通じた公的支援の確保

５ さらなるコスト縮減への取組

重点施策１ さらなるコスト縮減への取組

施策体系

重点施策２ 地域の観光情報と連携した広報活動による交流人口の拡大

重点施策１ 地元自治体との連携などを通じた地域での存在感の向上

２ 地域のまちづくりと連携した情報発信と地域貢献

１ 新型コロナウイルス感染症への感染防止対策

５ 新型コロナウイルス感染症による経営の影響と対策

重点施策１ 新型コロナウイルス感染症への感染防止対策

２ 新型コロナウイルス感染症の影響による運輸収入の減収と経営改善の取組

重点施策１ 経営改善の取組
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  県民の皆様やお客様の信頼に応える公共交通を目指し、全職員が一丸となって、安

全水準の向上に努めます。

  関係法令の徹底や運輸安全マネジメントに定めるＰＤＣＡサイクルの推進等により、

県営バスのモットーである「安全・確実・快適・親切」を全職員が体現することを通じ、

安全性のさらなる確保に取り組みます。

＜主な取組＞

項 目 区分 取組の内容

運輸安全マネジメントの強

化
拡充 国のガイドライン改訂（Ｈ29 年 7 月）をふまえた幹部職員による早

朝点呼の立会いや、運輸安全会議の開催、経営トップと現場の

意見交換の実施など運輸安全マネジメントのさらなる強化

  全車両に導入したドライブレコーダーを有効に活用し、発生事故の要因分析や分析に

基づく指導を強化するとともに、「現場力」を活かした運転手からのヒヤリ・ハット情報

の活用や小集団活動等の継続的な取組などにより、効果的な事故防止対策を実施します。

＜主な取組＞

項 目 区分 取組の内容

ドライブレコーダーによる事

故要因分析と改善の取組
継続 ドライブレコーダーの映像により事故要因を分析し、研修や指導

等に活用することで事故の再発防止を徹底

小集団活動の取組 継続 乗務員の現場力を活かした現場における気づきやノウハウを基

に、事故防止や接客接遇の向上などの課題解決への取組を実

施

バスジャック対策による安

全面の強化
継続 高速バスにリアルタイムで運行位置や車内の状況が確認できる

通信システムを導入し、バスジャック対策等安全面を強化

県営バスドライバーズコン

テストの実施

新規

(H30)

県営バス運転士の運転技術や接客水準のさらなる向上を図るた

め、運転技術等のコンテストを開催し、優秀者への表彰を実施

Ⅲ 具体的な取組施策

１ 輸送の安全性の確保

安全・安心の確保を最優先に考え、法令順守の徹底や運輸安全マネジメントの推進、計画的

な車両更新の実施などにより、交通事業の根幹である輸送の安全性の確保に取り組みます。

運輸安全マネジメントの徹底重点施策１

効果的な事故防止対策の実施重点施策２

輸送の安全性の確保１
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  乗務員の安全意識の向上に向けた乗務員研修や目標管理による人事評価制度を通じた

人材育成に取り組むとともに、産業医との連携強化や睡眠時無呼吸症候群（SAS）に係る

定期的な健診の実施など、乗務員の健康管理に取り組みます。

＜主な取組＞

項 目 区分 取組の内容

乗務員等への研修 拡充 ドライブレコーダーを活用した事故防止研修や関係法令等研修、

小集団活動などを通じた安全意識の向上に向けた取組を実施

また、大型二種免許未取得制度により入局する運転士に対する

見極めやフォローアップなどの研修制度を実施

乗務員等の健康管理対

策

継続 定期健康診断、運転士の睡眠時無呼吸症候群（SAS）検査の実

施やストレスチェックに加え、産業医による健康管理講座を実施

（関係法令等研修）               （ドライブレコーダーを活用した研修）

  計画的な車両の更新及び中央整備工場を中心とした計画的な車両整備により、バス事

業の根幹である車両の安全性の確保を図ります。

＜主な取組＞

項 目 区分 取組の内容

計画的な車両更新 継続 中古車両の活用など経済性も考慮しながら、計画的な車両の更

新を実施

計画的な車両整備 継続 12 カ月（車検）や 3 カ月ごとの法定点検に加え、独自に行ってい

る 1 カ月（高速車は 15 日）ごとの定期点検の着実な実施

（中央整備工場）

安全教育など乗務員の人材育成及び健康管理重点施策３

Ⅲ 具体的な取組施策

計画的な車両更新及び車両整備の実施重点施策 4
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（１）新幹線建設や都市基盤の整備を見据えた対応

  今後、平成34年度に予定されている九州新幹線西九州ルートの開業やまちづくりの

進展など、主要な都市基盤の整備や再配置に適切に対応し、長崎・諫早ターミナルの機

能移転や交通ネットワークの再編などにより、お客様の利便性の向上を図ります。

  新幹線整備に伴い長崎駅・諫早駅周辺で進められている新幹線を契機としたまちづく

りにあわせ、老朽化している長崎ターミナル及び諫早ターミナルの機能移転を行い、新

幹線など他の交通モードとの結節機能の強化を図ります。

＜主な取組＞

項 目 区分 取組の内容

長崎ターミナルの移転 新規

(H34)

新長崎駅に隣接した県有地へ移転し、ＪＲや県内外のバス路線

との結節機能の強化により、県民や観光客等の利便性・回遊性

の向上に向けた取組を実施

諫早ターミナルの移転 新規

(H33)

諫早市が進める再開発事業にあわせ、バス待合所等を再開発ビ

ル内に、乗り場を公共交通広場に設置することで、鉄道・バス相

互の乗継の利便性向上に向けた取組を実施

（長崎ターミナル）

２ 誰もが利用しやすく質の高い輸送サービスの提供

少子高齢化や人口減少など社会情勢の変化や地域のまちづくりの進展に適切に対応しなが

ら、誰もが快適で利用しやすい輸送サービスの提供に取り組みます。

新幹線建設や都市機能の再配置を見据えた対応１

新ターミナル設置による他の交通モードとの結節機能の強化重点施策１

Ⅲ 具体的な取組施策
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（諫早ターミナル）

  新幹線整備やまちづくりの進展など都市機能の再配置による流動性の変化等の影響を

適切に見極めながら、ダイヤ改正等により利用者の利便性向上を図ります。

＜主な取組＞

項 目 区分 取組の内容

都市機能の再配置にあわ

せたダイヤ改正等の実施
適時 新幹線整備やまちづくりの進展など都市機能の再配置にあわせ

たダイヤ改正等を実施

   高齢社会の進展をふまえ、今後さらに増加が見込まれる高齢者や、障がい者のお客

様の利便性向上に向けた取組を実施します。

  近年、高齢者による重大交通事故の増加が社会問題となっており、交通事業者への社

会的要請に応え「交通事故防止」と「バス利用促進」を目的として実施している「免許

返納者パス」について、より多くの方にご利用いただけるような取組を進めます。

  また、高齢社会の進展を見据え、高齢者の方がさらに公共交通機関をご利用いただけ

る環境を整備するため、「高齢者パス（プラチナパス65）」の本格導入を進めます。

＜主な取組＞

項 目 区分 取組の内容

免許返納者パスの利用拡

大
拡充 免許返納者パスの利用状況や効果をふまえ、関係機関等と連

携しながら、さらなる広報やわかりやすいエリア別時刻表の作成

など、利用拡大に向けた取組を実施

高齢者パス（プラチナパス

65）の本格実施
新規

(H30)

高齢社会における高齢者の移動手段の充実や支援の重要性の

高まりをふまえ、より気軽にバスを利用いただけるよう高齢者フリ

ーパス制度を新たに導入（H29 から試行運用中）

あわせて地元商店街等と連携した特典メニューの設定を実施

Ⅲ 具体的な取組施策

都市基盤の整備状況に応じた路線の見直し重点施策２

高齢者や障がい者のお客様の利便性向上に向けた取組２

免許返納者パス・高齢者パスの実施重点施策１
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  全てのお客様が安心して乗車いただけるよう、乗り降りしやすい低床バス車両の導入

を促進します。

＜主な取組＞

項 目 区分 取組の内容

バリアフリー車両の導入促

進
拡充 車両購入にあたり基本的にノンステップバスを導入し、勾配のある

路線を運行する車両については、ワンステップバスの導入を促進

【図10：バリアフリー車両数の状況】

  買い物や通院といった主婦層や高齢者のお客様の日常生活のサポートを図るため、地

域の実情を十分にふまえながら、昼間の時間帯の効率的な運行を行います。

＜主な取組＞

項 目 区分 取組の内容

昼間の時間帯の効率的な

運行
拡充 交通局の路線展開方針の一つとして、高齢者等の通院や買い物

などの日常生活のサポートにあわせた運行を実施

《これまでの取組》

・女の都～滑石団地線（H26）

・片淵線（H27）

・矢上団地～市民病院線（H28）

・滑石団地～原爆病院・ﾊｰﾄｾﾝﾀｰ線（H28）

・国立医療センター（大村市）への直通便の増便（H29）

車両数(両)

268
バリアフリー適合車両数 170

63.4%

区分

構成比（％）

一般路線車両数

（ノンステップバス）

買い物や通院などにあわせた昼間の時間帯の効率的な運行の実施重点施策 3

バリアフリー車両の導入促進重点施策２

Ⅲ 具体的な取組施策

（免許返納者パス） （高齢者パス（プラチナパス 65））

※リムジンタイプ・高速車両は除く。
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  ターミナル段差の解消やバス車の低床化などバリアフリー化に取り組むとともに、バ

スの乗り方教室や車いす介護コンテストの実施など高齢者や障がい者のお客様が利用し

やすい環境づくりに取り組みます。

＜主な取組＞

項 目 区分 取組の内容

ユニバーサルデザインの

推進
拡充 新ターミナルにおけるバリアフリー化の推進など誰もが使いやすい

公共交通を目指した取組を推進

バスの乗り方教室の実施 継続 高齢者や障がい者のお客様のバス利用促進を図るため、バスの

乗り方教室を実施

車いす介護コンテスト等の

充実
拡充 乗務員の車いす乗車技術の向上を目的として実施している車い

す介護コンテストに加え、障がい者のお客様に安心して乗車いた

だけるよう関係団体と連携しながらバスに乗車しやすい環境づくり

を推進

バーチャルバス旅行の実

施
継続 県営バスのガイドが福祉施設を訪問し、会場をバス車内に見立て

た観光案内を実施するバーチャルバス旅行を実施

高齢者や障がい者のお客様が利用しやすい環境づくり重点施策 4

Ⅲ 具体的な取組施策

（車いす介護コンテスト） （バーチャルバス旅行）
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   通勤や通学を中心とした現在のお客様の継続的な利用に加え、高齢者や子ども、国

内外の観光客など利用者の特性に合わせた取組を進め、県営バスを利用いただく全て

のお客様が快適に利用できる輸送サービスの提供に取り組みます。

  県営バスを利用されるお客様の利便性や安全性の向上を図るため、長崎県内の交通事

業者で全国相互利用カードであるnimoca（ニモカ）の導入に取り組みます。新たなＩＣ

カードの導入によって、現行カードに比べ積み増し箇所の大幅な増加や、観光客のお客

様が全国同じカードで使用可能となるなど利便性の向上を図るとともに、バス車内での

積み増しの減少により車内事故の防止を推進します。

＜主な取組＞

項 目 区分 取組の内容

nimoca（ニモカ）導入 新規

(H32)

新たなＩＣカードを導入し、利便性の向上と安全性の確保に向けた

取組を実施

快適な輸送サービスの提供３

新たなＩＣカードの導入による利便性の向上重点施策１

① 全国の交通系ＩＣカードとの相互利用が可能になります。

〇 Suica や PASMOなど、全国の交通系 ICカードと相互利用ができるようになります。

② コンビニやイオン各店舗での積み増し（チャージ）が可能になります。

〇 コンビニエンスストア各店やマックスバリュー等イオン系列店舗でのチャージができる

ようになります。

※長崎県内での積み増し対応店舗数 約８７０店舗

③ お財布代わりにも使えます。

〇 スーパーやコンビニ、自動販売機など、対象店舗でのお支払いにもご利用できます。

④ ポイントがついて、現金よりお得です。

〇 バスや電車、鉄道ご利用でポイントが付きます。

〇 貯まったポイントは、交通機関だけでなく、お買い物にもご利用いただけます。

⑤ バス車内での積み増しの減少により、車内事故の防止につながります。

nimoca（ニモカ）導入による効果

Ⅲ 具体的な取組施策
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  地域のお客様や、県外や国外からの観光客など利用者の誰もがわかりやすい行先表示・

案内表示の整備を推進するとともに、情報発信の強化に取り組みます。

＜主な取組＞

項 目 区分 取組の内容

わかりやすい行先表示・案

内
拡充 主要な行先を番号で表示する制度の導入など、地域のお客様や

国内外のお客様の誰もがわかりやすい行先表示・案内表示の整

備を推進

液晶運賃表示器の導入 拡充 高齢者や外国人のお客様の利便性向上のため、わかりやすく多

言語化表示が可能な液晶運賃表示器を導入

ＩＣＴを活用した外国人観光

客への対応強化
新規

(H30)

通訳ｿﾌﾄを内蔵したタブレットの導入などにより、ターミナル窓口に

おける外国人観光客のお客様への対応を強化

ホームページ刷新等による

情報発信の強化
拡充 お客様が必要な情報を得やすいよう、スマートフォン等での乗継

検索サービスの提供などホームページ機能の拡充やオープンデ

ータ化による情報発信の強化を実施

地域別時刻表や観光施設

等を表示した路線図作成
継続 わかりやすい地域別の時刻表の作成や、路線図に観光施設等の

ランドマークを表示することで、利便性の向上に向けた取組を実

施

バス停やターミナル等のイン

フォメーション機能の強化
拡充 観光地のバス停やターミナル等のインフォメーション機能を強化

し、今まで以上にバスを利用しやすい環境を整備

  国内外から観光で訪れるお客様の利便性向上を図るため、多言語化やバス車両へのWi-

Fi 環境等の整備に取り組みます。また、お客様にバスを快適にお待ちいただけるよう、

バス停の上屋の設置・更新を推進します。

＜主な取組＞

項 目 区分 取組の内容

多言語化の推進 拡充 国外から本県を訪れる観光客の利便性向上のため、行先表示

や券売機、ホームページなどの多言語化を推進

Wi-Fi 環境の整備 拡充 現在整備済みのリムジン車両に加え、貸切車両等への Wi-Fi 環

境を整備

高速車両の車内コンセント

の設置
継続 車内での利便性向上を図るため、高速車両への車内コンセント設

置を促進

バス停上屋の設置・更新 継続 お客様にバスを快適にお待ちいただけるようバス停の上屋の設

置・更新を推進

（液晶運賃表示器※イメージ）

誰もがわかりやすい行先表示・案内サービスの充実重点施策 2

Ⅲ 具体的な取組施策

快適な利用環境の提供重点施策 3



- 20 -

  職員一人ひとりがお客様に親切で丁寧な応対を行うよう接客・接遇サービスの向上に

取り組みます。

＜主な取組＞

項 目 区分 取組の内容

接客・接遇研修及びマナ

ー講座の実施
新規

(H30)

乗務員の接客・接遇サービスの向上に向け、外部講師による接

客・接遇研修やマナー講座を実施

県営バスドライバーズコン

テストの実施（再掲）
新規

(H30)

乗務員の接客スキルの向上を図るため、コンテスト形式で運転技

術及び接客面での評価を実施

車いす介護コンテスト等の

充実（再掲）
拡充 乗務員の車いす乗車技術の向上を目的として実施している車い

す介護コンテストに加え、障がい者のお客様に安心して乗車いた

だけるよう関係団体と連携しながらバスに乗車しやすい環境づくり

を推進

接客・接遇サービス向上に向けた取組重点施策 4

Ⅲ 具体的な取組施策
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   国内外から本県を訪れるお客様の交通手段を確保することにより、交流人口の拡大

を通じた観光振興への貢献を図ります。

  本県と九州５県を結ぶ県外高速や貸切事業等を通じた交流人口の拡大を図ります。

＜主な取組＞

項 目 区分 取組の内容

県外高速の実施 継続 本県と九州５県（熊本線、北九州線、大分線、宮崎線、鹿児島

線）を結ぶ高速事業について、学生の帰省時の PR や共同運行

会社と連携しイベントに合わせた PR 等の実施による利用促進を

実施

貸切事業の実施 拡充 本県観光部局や関係団体との連携を強化するとともに、Ｗｉ－Ｆｉ

環境の整備などサービス向上の取組により、県内最多のバスガイ

ドを活かした本県への修学旅行への対応をはじめ、クルーズ船や

インバウンド、世界遺産登録等に伴う県内外や国外からの交流人

口増加に適切に対応

県営バス観光㈱とのタイ

アップによる企画ツアー

の造成

拡充 子会社の県営バス観光と連携し、日本遺産をはじめ県内の魅力

発見につながるツアーの造成に加え、スポーツツーリズムやユニ

バーサルツーリズムの検討など交流人口のさらなる拡大に向けた

取組を実施

  「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の世界遺産登録を見据え、国内外から

本県を訪れる観光客の利便性向上を図るため、長崎市内の観光地を周遊する観光バスの

運行に向けた検討を進めます。

＜主な取組＞

項 目 区分 取組の内容

観光地を周遊する観光

バスの実施
新規

(H30)

国内外からの本県への観光客の利便性向上を図るため、長崎市

内の観光地を周遊する観光バスの運行に向けた検討を実施

３ 観光振興への貢献及び地域のまちづくりと連携した事業推進

「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の世界遺産登録を見据え、交流人口の拡大を

通じた観光振興への貢献を図るとともに、地域のまちづくりと連携した事業推進に取り組みます。

交流人口の拡大を通じた観光振興への貢献１

県外高速や貸切事業等を通じた交流人口の拡大重点施策１

観光地を周遊する観光バスの運行重点施策 2

Ⅲ 具体的な取組施策
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  国内外から本県を訪れる観光客など利用されるお客様の誰もがわかりやすい行先表

示・案内表示の整備に取り組みます。

＜主な取組＞

項 目 区分 取組の内容

わかりやすい行先表示・案

内
拡充 地域のお客様や国内外のお客様の誰もがわかりやすい行先表

示・案内表示の整備を推進するため、主要な行先を番号で表示

する制度の導入を実施

液晶運賃表示器の導入 拡充 高齢者や外国人のお客様の利便性向上のため、わかりやすく多

言語化表示が可能な液晶運賃表示器を導入

ＩＣＴを活用した外国人観光

客への対応強化
新規

(H30)

通訳ｿﾌﾄを内蔵したタブレットの導入などにより、外国人観光客の

お客様への対応を強化

ホームページ刷新等による

情報発信の強化
拡充 お客様が必要な情報を得やすいよう、スマートフォン等での乗継

検索サービスの提供などホームページ機能の拡充や、オープン

データ化による情報発信の強化を実施

地域別時刻表や観光施設

等を表示した路線図作成
継続 わかりやすい地域別の時刻表の作成や、路線図に観光施設等の

ランドマークを表示することで利便性の向上に向けた取組を実施

バス停やターミナル等のイン

フォメーション機能の強化
拡充 観光地のバス停やターミナル等のインフォメーション機能を強化

し、今まで以上にバスを利用しやすい環境を整備

   バスの利用促進と地域貢献を図るため、地域のまちづくりと連携した情報発信など

に取り組みます。

  地元自治体との連携を強化するとともに、地域イベント等への積極的な参加を通じ、

バスの利用促進と地域での存在感の向上を図ります。

＜主な取組＞

項 目 区分 取組の内容

地元自治体との連携強化 拡充 各自治体の観光戦略等と連携した取組を推進

・諫早市観光 PR ラッピングバス（H29）：高速バス「りんどう号」（長

崎～熊本間）の車体に市の観光施設や物産などをラッピング

地域イベント等への参加 継続 地域イベント等への参加を通じて将来的なバスの利用促進につ

なげるとともに、地域での存在感の向上に向けた取組を実施

地域のまちづくりと連携した情報発信と地域貢献２

地元自治体との連携などを通じた地域での存在感の向上重点施策１

誰もがわかりやすい行先表示・案内サービスの充実（再掲）重点施策 3

（地域イベントへの参加）

Ⅲ 具体的な取組施策
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  バスの利用促進と地域の活性化を図るため、地域の観光情報と連携した広報活動に取

り組みます。

＜主な取組＞

項 目 区分 取組の内容

おでかけマップなど地域観

光情報と連携した広報
継続 ローカル線にスポットをあてて地域の魅力を紹介する「県営バス

de おでかけ MAP」や雲仙線ＰＲﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄなどの作成により、地域

の観光情報と連携した広報活動を実施

地域の観光情報と連携した広報活動による交流人口の拡大重点施策 2

Ⅲ 具体的な取組施策

（県営バス de おでかけ MAP）

（雲仙線 PR ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ）
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  バスの運行に必要不可欠な人材の確保・育成や営業所の計画的な整備など、事業基

盤の充実・強化を図ります。

  大型二種免許未取得者に対する免許取得資金貸与制度の活用や情報発信の強化、働き

やすい職場環境の整備などにより、安定的な人材の確保に努めます。また、目標管理に

よる人事評価制度や、職員の創意工夫を活かし経営の参画意識の醸成を図る職員提案制

度などを通じ、組織の活性化と人材育成に取り組みます。

＜主な取組＞

項 目 区分 取組の内容

大型二種免許取得資金

貸与制度
継続 大型二種免許取得資金の貸与制度を実施することにより、免許

未取得者も含めた安定的な人材の確保を実施

地域創生人材育成事業 継続 国の競争的資金を活用し、新規運転士の採用と企業内訓練によ

る人材の確保を実施（～H30）

  平成28年7月に策定した「交通局施設等の維持管理・更新計画」に基づき、車両や営

業所などバスの運行に不可欠な施設の計画的更新・整備に取り組みます。

＜主な取組＞

項 目 区分 取組の内容

車両・営業所の計画的な

更新・整備
新規 中古車両の経済性を考慮しながら、車両の計画的な更新を行う

とともに、事業基盤である営業所のうち、老朽化している矢上営

業所等の更新・整備を実施

  研修制度の充実やコンプライアンス対策本部会議における取組を通じ、運行や公金の

取り扱いに対する職員の意識向上など、コンプライアンスのさらなる徹底を図ります。

４ 経営基盤の確保・強化

厳しい経営環境の中にあっても、県営バスが将来にわたり地域の皆様の生活交通を支えること

ができるよう安定した経営基盤を確保するため、さらなる経営改善に取り組みます。

安定的な人材の確保・育成重点施策１

事業基盤の充実・強化１

コンプライアンスのさらなる徹底重点施策 3

車両及び営業所の計画的な更新・整備重点施策 2

Ⅲ 具体的な取組施策
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  効率的かつ持続可能な事業運営を実施していくため、お客様ニーズや地域特性をふ

まえたきめ細かなダイヤ編成などにより増収・増客による収入の確保を図ります。

  県営バスの路線特性を活かし、諫早市や大村市、佐世保市、雲仙市と長崎市を結ぶ都

市間輸送について、需要動向や地域のまちづくりにあわせた運行経路の変更や増便など

さらなる強化に取り組みます。

＜主な取組＞

項 目 区分 取組の内容

高速シャトルバスの増便 拡充 需要動向や地域のまちづくりにあわせた高速シャトルバスの増便

を実施

利用者への情報発信の強

化
拡充 高速シャトルバス専用メール配信サービス「シャトル info」を通じた

運行情報やイベント情報等の発信を強化

雲 仙 線 等 の Ｐ Ｒ 強 化 や

Wi-Fi 設備の設置
新規

(H30)

地域と連携した雲仙線等のＰＲを強化するとともに、外国人観光

客等の利便性向上を図るため、Wi-Fi 設備の設置を実施

  ＩＣカードの利用データ等を最大限に分析・活用し、お客様ニーズや地域特性、需要

動向等を踏まえた効率的・効果的なダイヤ編成に取り組みます。また、大規模施設や住

宅等の地域の開発状況に合わせた路線の再編・強化に取り組みます。

＜主な取組＞

項 目 区分 取組の内容

需要動向等を踏まえた効

率的・効果的なダイヤ編

成

継続 需要動向等を踏まえた効率的・効果的なダイヤ編成・強化への

取組を実施

Ⅲ 具体的な取組施策

（西陵高校放送部による雲仙線車内アナウンス）

都市間輸送のさらなる強化重点施策１

需要動向等を踏まえた効率的・効果的なダイヤ編成重点施策 2

増収・増客による収入の確保２

（専用メール配信サービス「シャトル info」）
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  お客様に身近な県営バスとしてさらなる信頼を確保し増客に繋げていくため、地域特

性をふまえたチラシのポスティングや地域イベントと連携したＰＲの実施など、戦略的

な営業・広報活動を推進します。

＜主な取組＞

項 目 区分 取組の内容

地域イベントと連携したＰＲ

による利用促進
拡充 地域のイベントと連動した高速シャトルバスや、共同運行事業者と

連携した県外高速のＰＲなどによる利用促進を実施

将来の利用促進に向けた

取組
拡充 「夏休みこども定期券」や親子連れを対象とした「お仕事体験」な

ど将来のバス利用促進に向けた取組を実施

ＳＮＳを活用した情報発信

の強化
新規

(H30)

ＳＮＳを活用し、県営バスガイドによる隠れた名所の紹介など、一

人でも多くの観光客の方に本県を訪れていただくための取組を実

施

  東京案内所を活かした積極的な営業活動の展開や、中型・小型車両などお客様のニー

ズを踏まえた運行体制を確保するとともに、地域のお客様や国内外からのお客様の利便

性向上に向けた取組を通じ、貸切事業の受注拡大を図ります。

＜主な取組＞

項 目 区分 取組の内容

貸切事業の強化 拡充 Ｗｉ－Ｆｉ設備の設置によるインバウンド対応の強化や、県内最多の

バスガイドを活かした修学旅行の誘致活動を強化するとともに、

需要動向やお客様ニーズに対応した運行体制の確保による貸切

受注の拡大に向けた取組を実施

  ターミナルにおける案内機能の強化やこれまで以上に快適にご利用いただける環境を

整備するとともに、ＳＵＮＱパスの対象路線拡大や、県外高速車両への車内コンセント

の設置、共同運行会社と連携したＰＲ、学生の帰省時にあわせたＰＲの実施などにより

高速路線の利用者拡大を図ります。

＜主な取組＞

項 目 区分 取組の内容

ＳＵＮＱパスの対象路線拡

大による利用者確保
新規

(H30)

宮崎線、鹿児島線をＳＵＮＱパスの対象路線として拡大し、国内

外のお客様の利用者の増加に向けた取組を実施

効果的なＰＲによる利用促

進
継続 イベント等と連携したＰＲや学生の帰省時にあわせたＰＲの実施な

どによる利用者拡大への取組を実施

需要動向やお客様ニーズを踏まえた貸切事業の強化重点施策 4

Ⅲ 具体的な取組施策

戦略的な営業・広報活動の推進重点施策 3

高速路線の利用者拡大重点施策 5
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  デジタルサイネージ広告の拡大、ホームページのリニューアルによる広告掲載などに

よる広告収入の確保に取り組みます。

＜主な取組＞

項 目 区分 取組の内容

デジタルサイネージ広告の

拡大
拡充 新ターミナル建設等の機会をとらえ、デジタルサイネージ広告等

の拡大への取組を実施

県営バスオリジナルグッズ

の作成・販売
拡充 お客様に県営バスに親しみをもっていただけるよう県営バスのオリ

ジナルグッズを作成・販売

ホームページのリニューア

ルによる広告掲載強化
新規

(H30)

ホームページのリニューアルを通じた広告掲載数の増加による収

入確保

ラッピングバスなど車両広

告の確保
継続 諫早市観光 PR ラッピングバス（H29）など車両を有効活用した広

告収入の確保への取組を実施

  県営バスが有する資産の有効活用により、長期的・安定的な収入の確保を図ります。

  新ターミナルやターミナル移転後の跡地を含めた資産の有効活用など適切なファシリ

ティマネジメントによる収入確保に取り組みます。

＜主な取組＞

項 目 区分 取組の内容

新ターミナルの有効活用

による収入確保
新規 新たな長崎・諫早ターミナルを有効に活用した収入確保の取組

を実施

自動販売機の入札実施 継続 ターミナル等に設置している自動販売機の入札実施による収入

確保を実施

現ターミナル跡地の有効

活用
検討中 長崎・諫早の現ターミナル跡地の有効活用策を検討

駐車場事業の拡大 継続 駐車場事業の拡大による安定的な収入確保を実施

遊休資産の売却 継続 県営バスが有する土地などの遊休資産の売却により収入を確保

Ⅲ 具体的な取組施策

資産活用による収入の確保３

（県営バスオリジナルグッズ）

広告事業の積極的な展開重点施策 6

ターミナル跡地等の県営バス資産の有効活用重点施策１



- 28 -

  地元自治体と十分に連携を図りながら、バス事業者の役割及び行政の役割を明確に

したうえで公的支援による収入の確保を図ります。

＜主な取組＞

項 目 区分 取組の内容

行政との適切な役割分担

を通じた公的支援の確保
継続 路線特性に応じた行政との適切な役割分担をふまえ、公的支援

による収入を確保

＜行政とバス事業者との役割分担に係る考え方＞

行政との適切な役割分担を通じた公的支援の確保４

260.41

360.52

200.00

250.00

300.00

350.00

長崎県交通局 民間事業者平均

〇 人口減少や少子高齢化が進展する中、持続可能な地域公共交通網の整備を図るため、国や県、

市町村と交通事業者等が適切な役割分担の下に協力し、面的な公共交通ネットワークを構築してい

くことが重要となります。

361.25

368.87

354.00

359.00

364.00

369.00

長崎県交通局 民間事業者平均

【図12 走行キロ当たりの運送原価の比較（H28）】 【図13 走行キロ当たりの収入の比較（H28）】

Ⅲ 具体的な取組施策

（単位：円）

〇 県営バスは、地域生活交通を守る交通事業者として、可能な限りコスト縮減等の経営努力に取り組

んでいますが、将来にわたり持続可能な交通網を確保していくためには、バス事業者の努力により確

保していく路線、行政が政策的に維持していく路線、より小規模なデマンドタクシー等により維持して

いく路線など、地域の交通網のあり方について、行政との適切な役割分担が必要不可欠です。

（単位：円）

路線区分 路線維持の主体

広域的・幹線的な路線 国・県が協調して維持

複数市町村に跨る路線 県・市町村が協調して維持

一市町村内のみの路線 市町村の責務により維持

※地方公共団体によるバス路線維持のための経費については、特別交付税により措置（８割）

〇 地元行政との役割分担をふまえた補助スキームを構築したうえで、県営バスはさらなる効率的な運

行に取り組みながら、行政と連携して地域の生活路線の維持を図ります。

【図11 路線維持に係る基本的な役割分担と財政措置】
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  入札による電気料金の縮減やＩＣＴ・ＩＯＴ等を活用した業務効率化などさらなる

コスト縮減に取り組みます。

＜主な取組＞

項 目 区分 取組の内容

入札による電気料金の縮

減
新規

(H30)

本局庁舎及び営業所等に係る電力供給会社を入札により決定

し、電気料金を縮減

ＩＣＴ・ＩＯＴ等を活用した業

務効率化
新規

(H30～)

バス部品管理システムの構築などＩＣＴ・ＩＯＴの活用を図るととも

に、RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）の推進による管

理部門を含めた業務効率化によるコスト縮減を実施

ターミナル窓口業務の効

率化
新規

(H31)

新ターミナルへの機能移転を見据えた業務集約による窓口業務

の効率化

※ ＩＣＴ：「Information Communication Technology」の略で「情報伝達技術」を表しており、コンピュ

ーターやインターネットの技術を活用するシステムのこと。

  ＩＯＴ：「Internet of Things」の略で「モノのインターネット」を表しており、インターネットとモ

ノの繋がりを活用するシステムのこと。

ＲＰＡ：「Robotic Process Automation」の略で「ロボットによる業務自動化」を表しており、これ

まで人手で行っていた業務を AI 等の技術の活用により自動化するもの。

Ⅲ 具体的な取組施策

① 路線区分の考え方

  運行路線を平均乗車密度により「ａ路線（平均乗車密度５人以上）」と「ｂ路線（平均乗車

密度 5 人未満）」に区分し、ａ路線については、「バス事業者と行政が連携して確保する路線」

とし、ｂ路線については「行政が政策的に確保する路線」と位置づけることで、バス事業者及

び行政が適切に役割分担を行い、路線の確保を図るもの。

  

② 算定基準

   

補助金スキーム

ａ路線 ・・・・ 交付額 ＝ （ 経常費用 × 補助率（90%））－ 経常収益

ｂ路線 ・・・・ 交付額 ＝    経常費用 － 経常収益

ａ路線（平均乗車密度 5 人以上）・・・ バス事業者と行政が連携して維持する路線

ｂ路線（   〃 5 人未満）・・・ 行政負担により政策的に確保する路線

さらなるコスト縮減への取組５
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  新型コロナウイルス感染症への感染防止として、バス車内での取組やターミナル及

び営業所での取組を十分に行い、お客様の安全・安心を図ってまいります。

  バス車内での新型コロナウイルス感染症感染防止対策として、車内消毒を毎日実施す

るとともに、車内の換気、貸切バスや空港リムジンバス等への手指消毒液の設置、運転

席へのビニールシートの設置等の対策を講じています。

職員の感染防止対策として、３密（密集、密接、密閉）の回避、こまめな手洗い・手指

消毒の実施、マスク着用、毎日の検温等を実施しています。

＜主な取組＞

項 目 区分 取組の内容

お客様への感染防止対策 新規 車内消毒及び車内の換気、貸切バスや空港リムジンバス等への

手指消毒液の設置、運転席へのビニールシートの設置等の対策

職員への感染防止対策 新規 ３密（密集、密接、密閉）の回避、こまめな手洗い・手指消毒の実

施、マスク着用、毎日の検温等の実施

（点呼時の乗務員への検温）               （専門家を招いての消毒研修）

５ 新型コロナウイルス感染症による経営の影響と対策

世界的に流行している新型コロナウイルス感染症の影響により、県営バスにおいては、乗客数

の大幅減などの大きな影響を受けています。

お客様に感染させないような安全・安心の取組とともに、思い切った収支改善の取組などを、

人口減少による乗客減対策と併せて講じてまいります。

新型コロナウイルス感染症への感染防止対策重点施策１

新型コロナウイルス感染症への感染防止対策１

Ⅲ 具体的な取組施策
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  新型コロナウイルス感染症の影響により、バスの利用客が減少しており、運輸収入

の大幅な減収が続いています。

  令和元年度における交通局の経営状況については、運賃改定の効果や高速シャトル

バス及び空港リムジンバスの利用客増等により前年度の大幅な赤字から回復傾向にあ

りましたが、令和2年2月以降、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行の影響に

より、貸切バスのキャンセルが相次ぐとともに、空港リムジンバスを含む乗合事業や

県外高速バスにおいて大幅な利用客減となりました。

   令和２年度においても、緊急事態宣言が発せられた４、５月を底として、運輸収入

は緩やかに回復傾向にありますが、観光客やビジネス客の戻りが鈍く、空港リムジン

バスや県外高速バス、貸切バスの減収を中心に年間では４０％を超える大幅な減収と

なる見込みです。

   当該感染症の収束の見込みは立っておらず、公共交通機関であるバス事業において、

県民の皆様における外出自粛意識の浸透などから、令和３年度以降も一定程度の利用

客の減少が続くものと見込んでおります。

交通局においては、悪化した経営の健全化を図るためにも、これまでの人口減少等に

伴う乗客減対策を一歩進めて、様々な経営改善の取組が必要となっています。

新型コロナウイルス感染症の影響による運輸収入の減収と経営改善の取組２

0

1,000

2,000

3,000

R元 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
0%

20%

40%

減収額 減収率

【図14 当該感染症の影響による運輸収入の減収額と減収率（見込み）】
減収額

（百万円）

減収率

△

△

△

△

△

Ⅲ 具体的な取組施策
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  近年人口減少等による路線バスの乗客数の減少が進んでいましたが、コロナ禍により

さらに顕著となっており、地域の生活路線として路線バスを維持するためにも、より効

率的なダイヤ編成や路線経路の見直しによる路線の効率化などの対策が必要となってい

ます。

また、新型コロナウイルス感染症の影響による減収により、資金不足が発生する公営

企業については、資金手当てに係る地方債（特別減収対策企業債）が発行できる措置が講

じられました。交通局においても、令和 2 年度の資金不足について、当該企業債の発行

を予定しています。

この人口減少等による乗客の減少や新型コロナウイルス感染症の影響を受けた収入の

減少に伴う企業債の返済については、思い切った形で経営を改善し、県営バス職員一丸

となって経営を立て直します。

経営の立て直しについては、

① 乗客の減少に対応するための効率的なダイヤ編成や路線の効率化による事業規模

の見直し

② バスの更新等投資計画の見直し（車両台数の削減）

③ 資産の活用（諫早ターミナル跡地、本原公舎など）

④ 本局・営業所の人員の見直し

など、抜本的な経営改善策を実施し、経営の健全化を図り、企業債について安定的に返済

できる体制を構築します。

＜主な取組＞

項 目 区分 取組の内容

効率的なダイヤ編成や路

線の効率化、運賃改定
新規 ・効率的なダイヤ編成やハブ&スポークの導入など路線の効率化

を推進

・一般定期路線バス等の運賃改定の実施

バス更新等投資の抑制 新規 ・効率的なダイヤ編成等によりバスの必要数を見直し

・バスの新規購入の抑制

資産の有効活用 新規 ・諫早ターミナル跡地や本原公舎等、交通局が保有している資

産について活用

各種経費等の節減 新規 ・新型コロナにより乗客が減少している高速バスの減便や営業所

内清掃業務の見直しなど

経営改善の取組重点施策１

Ⅲ 具体的な取組施策
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本計画における事業展開をふまえた計画期間中の収支見通しは、次のとおりです。

経営の健全性を維持しながら、輸送の安全性の確保とお客様の利便性向上に取り組み、

地域生活交通の確保と本県観光振興への貢献を果たしてまいります。

●今後の収支見通し（H30～R9）※令和2年12月修正

（単位：百万円）

H30
決算

R元
決算

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

１　営業収益 5,078 5,026 4,962 2,912 4,401 4,888 4,866 4,844 4,823 4,801 4,780

 (1)運輸収入 4,745 4,666 4,585 2,706 4,087 4,565 4,545 4,525 4,505 4,486 4,466

乗合 3,158 3,254 3,261 2,252 3,064 3,338 3,317 3,297 3,278 3,258 3,239

高速 491 492 468 105 284 341 341 341 341 341 341

貸切 1,095 920 856 350 739 887 887 887 887 887 887

 (2)その他 333 360 378 205 314 323 321 319 317 315 313

２　営業外収益 876 834 842 960 934 778 712 699 686 683 685

472 454 459 459 575 459 452 450 445 446 448

223 215 208 208 202 199 194 191 188 189 189

３　特別利益 807 0 0 0 0 282 0 0 0 0 0

　収 　入 計 (A) 6,761 5,860 5,804 3,872 5,335 5,948 5,578 5,543 5,509 5,484 5,465

１　営業費用 5,757 5,894 5,832 5,160 5,070 5,236 5,156 5,133 5,076 5,086 5,109

 (1) 人件費 2,922 2,915 2,847 2,464 2,518 2,492 2,413 2,389 2,333 2,319 2,357

 (2) 経費 2,418 2,473 2,445 2,246 2,151 2,417 2,444 2,463 2,474 2,459 2,358

 (3) 減価償却費 417 506 540 450 401 328 298 281 269 308 394

２　営業外費用 185 180 213 86 228 259 255 253 252 181 180

３　特別損失 11 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0

　支  出  計 (B) 5,954 6,077 6,047 5,247 5,298 5,495 5,411 5,386 5,328 5,267 5,289

収支差引(税込)(A-B) 807 △ 218 △ 243 △ 1,375 37 453 167 157 181 217 176

収支差引(税抜) 753 △ 266 △ 271 △ 1,451 17 429 144 133 156 156 115

※収入及び費用の金額は全て消費税込みの数値、端数処理により計が一致しない場合がある

※後期計画期間の数値は前期計画見直し時に再度精査を実施

　区　　　　分
H29
決算

前期計画期間 後期計画期間

収
益
的
収
支

うち路線補助金

うち他会計補助金

Ⅳ 計画期間中の収支見通し
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◎附表（計画期間中の今後の主な投資事業）

計画期間中の今後の主な投資事業については、次のとおりです。

投資財源については、補助事業や公営企業債の活用により、資金需要の平準化及び財

政負担の分散・軽減を図ります。

（単位：百万円）

事業名 事業期間
H30以降の
事業費見込

本文記載
箇所

 新諫早ターミナル建設事業費 R元～R3 144 14ページ

 新長崎ターミナル建設事業費 14ページ

 矢上営業所建替事業費 24ページ

 大村営業所建替事業費 24ページ

 車両購入費 24ページ

 諫早ターミナル跡地活用事業費 27ページ

長崎県土木部が長崎駅前の道路等の整備に
合わせ、バスターミナルの再整備方法等に
ついて各種検討を実施しているため現在移

転計画を保留としている。

経営状況をみながら、今後内容や時期等に
ついて十分に精査・検討して実施する。

経営状況をみながら、今後内容や時期等に

ついて十分に精査・検討して実施する。

令和3年度～令和7年度まで新規バス購入を
凍結する。


